
一
増
上
寺
第
三
十
六
世
明
蓮
社
大
僧
正
顕
誉
上
人
愚
心
祐
天
大
和
尚
（
一
六
三
七
〜
一
七
一
八
、
以
下
尊
称

を
略
す
）
は
、
地
蔵
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
仰
が
れ
、
民
衆
か
ら
も
徳
川
家
か
ら
も
、
そ
し
て
皇
族

か
ら
も
帰
依
を
受
け
た
近
世
ま
れ
に
見
る
高
僧
で
あ
る
。
祐
天
の
活
躍
し
た
時
代
は
、
綱
吉
公
か
ら
吉
宗
公

の
治
世
で
あ
る
が
、
綱
吉
公
の
時
代
、
桂
昌
院
は
隆
光
上
人
と
の
結
び
付
き
が
非
常
に
強
か
っ
た
こ
と
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
桂
昌
院
が
増
上
寺
に
葬
ら
れ
た
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。

本
小
論
で
は
、
祐
天
と
桂
昌
院
の
関
係
を
通
し
て
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
徳
川
家
と
浄
土
宗
の
関
係
に
つ
い

て
の
考
察
を
試
み
る
。

二
祐
天
は
増
上
寺
学
頭
袋
谷

が
く
と
う
ふ
く
ろ
だ
に寮

檀
通

だ
ん
つ
う

（
の
ち
の
光
明
寺
四
十
三
世
）
に
随
身
し
た
が
、
師
の
没
後
増
上
寺
に

帰
山
し
、
二
臘
の
席
ま
で
昇
進
し
た
。
つ
い
に
檀
林
主
に
な
ろ
う
か
と
い
う
と
き
に
、
祐
天
は
増
上
寺
を
引



●
は
じ
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に
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引
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退
し
、
草
庵
生
活
に
入
る
。
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）、
祐
天
五
十
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
草
庵
で
は
、
ひ
た

す
ら
念
仏
し
た
り
、
名
号
を
書
写
し
て
そ
れ
を
民
衆
に
施
与
す
る
生
活
で
あ
っ
た
と
伝
記
に
は
記
さ
れ
て
い

る※
１

。草
庵
生
活
に
入
れ
ば
通
常
は
表
舞
台
に
出
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
縁
山
志
』
の
元
禄
八
年

（
一
六
九
五
）
四
月
二
十
三
日
の
記
述※
２

に
、
突
然
桂
昌
院
と
と
も
に
祐
天
の
名
が
登
場
す
る
。
引
退
僧
が
増
上

寺
に
お
い
て
、
他
の
檀
林
主
な
ど
と
同
席
し
、
し
か
も
桂
昌
院
と
い
う
時
の
人
と
相
い
対
す
る
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
増
上
寺
に
お
け
る
祐
天
の
地
位
な
ど
が
わ
か
る
記
述
は
い
っ

さ
い
な
い
。

表
一
（
二
八
六
〜
二
八
七
頁
、
参
照
）
に
、
そ
れ
以
後
の
桂
昌
院
の
増
上
寺
参
詣
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
祐
天
は
増
上
寺
を
引
退
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
桂
昌
院
か
ら
破
格
の
待
遇
を
受

け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
当
初
は
、
桂
昌
院
の
私
的
な
増
上
寺
へ
の
御
入
で
あ
っ
た
が
、
年
々
公
式

行
事
化
し
て
い
っ
た
様
子
が
そ
の
立
会
者
の
数
や
拝
領
物
の
増
加
か
ら
う
か
が
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

桂
昌
院
は
祐
天
に
特
別
に
説
法
を
申
し
付
け
て
お
り
、
桂
昌
院
の
増
上
寺
参
詣
の
目
的
は
、
ま
さ
に
祐
天
に

会
い
に
い
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
祐
天
と
桂
昌
院
の
会
話
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る※
３

。
こ
れ
か
ら
、

祐
天
と
桂
昌
院
の
関
係
の
緊
密
さ
が
読
み
取
れ
る
。
要
約
し
て
記
せ
ば
、
祐
天
は
、
政
務
に
忙
し
い
将
軍
が

学
問
に
励
ま
れ
る
の
を
気
遣
っ
て
、
病
気
に
な
り
は
し
ま
せ
ん
か
と
桂
昌
院
に
う
か
が
う
が
、
桂
昌
院
か
ら
、
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文
学
は
政
務
の
糧
で
あ
る
か
ら
控
え
よ
と
は
申
す
べ
き
で
な
い
と
逆
に
た
し
な
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話

で
あ
る
。

表
一
　
増
上
寺
に
お
け
る
桂
昌
院
と
の
法
門
（
『
浄
全
』
一
九
、
四
二
〇
〜
二
）



日
付

元
禄
七
年

八
月
二
十
六
日

元
禄
八
年

四
月
二
十
三
日

元
禄
九
年

四
月
八
日

元
禄
十
年

三
月
二
十
九
日

法
門
の
内
容

「
念
仏
の
有
り
が
た
き
儀
」

「
延
年
転
寿
」

『
浄
土
本
縁
経
』「
現
世
無
比
楽
後
生
清
浄
土
」

「
仏
證
生
の
法
則
」

「
神
力
演
大
光
」
の
句

現
当
二
世
の
利
益
の
念
仏

主
た
る
法
門
主

了
也
大
僧
正

了
也
大
僧
正

（
了
也
大
僧
正
）

蓮
馨
寺

祐
天

参
列
者

大
光
院

祐
天

役
者
秀
圓

役
者
吟
達

了
俊

了
専

大
光
院

蓮
馨
寺

祐
天

天
徳
寺

行
安
寺

龍
松
院

法
隆
寺
中
院

清
熏

役
者
秀
圓

役
者
吟
達

ほ
か

伝
通
院

大
光
院

蓮
馨
寺

清
熏

祐
天

天
徳
寺

拝
領
物
（
大
僧
正
を
除
く
）

衣
地
緋
縮
緬
二
巻

緋
羽
二
重
五
局

銀
五
枚

銀
五
枚

銀
三
枚

銀
三
枚

銀
二
枚

銀
二
枚

縮
緬
三
巻
金
二
千
疋

縮
緬
三
巻
金
二
千
疋

金
千
疋

金
五
百
疋

縮
緬
二
巻

金
二
千
疋

金
千
疋

銀
五
枚

銀
三
枚

銀
三
枚

紗
綾
十
巻

縮
緬
五
巻

縮
緬
五
巻
銀
五
枚

金
二
千
疋

縮
緬
三
巻
銀
五
枚

金
千
疋
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元
禄
十
一
年

三
月
二
十
九
日

現
世
無
比
楽
の
文

十
八
願

祐
天

龍
源
寺

行
安
寺

心
法
寺

壽
昌
院

了
無

納
所

役
者
秀
圓

役
者
吟
達

ほ
か

伝
通
院

大
光
院

蓮
馨
寺

天
徳
寺

吟
達

見
超

月
光
院

天
陽
院

寳
松
院

恵
眼
院

最
勝
院

歴
冏
（
納
所
）

了
無
（
御
取
立
）

分
周

長
周

心
光
寺

心
法
寺

大
信
寺

花
陽
院

壽
光
院

龍
松
院
中
院

正
覚
寺

空
無

感
應
寺

同
　
隠
居

祐
天

龍
源
寺

金
五
百
疋

羽
二
重
二
疋

羽
二
重
二
疋

三
百
疋

三
百
疋

銀
五
枚

銀
五
枚

紗
綾
十
巻

縮
緬
五
巻

縮
緬
五
巻

縮
緬
三
巻

縮
緬
三
巻

縮
緬
三
巻

縮
緬
二
巻

縮
緬
二
巻

銀
二
枚

銀
二
枚

銀
二
枚

金
三
百
疋

金
三
百
疋

銀
二
枚

銀
二
枚

金
三
百
疋

羽
二
重
二
疋

紗
綾
二
巻

紗
綾
二
巻

羽
二
重
二
疋

金
五
百
疋

金
五
百
疋

金
五
百
疋

銀
二
枚

銀
二
枚

紗
綾
三
巻

銀
五
枚



三
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
二
月
祐
天
は
増
上
寺
了
也
大
僧
正
に
連
れ
ら
れ
て
登
城
し
、
大
巖
寺
住
職
を

拝
命
す
る※
４

。
す
で
に
引
退
し
た
僧
が
檀
林
に
出
世
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
異
例
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の

は
、
先
に
述
べ
た
桂
昌
院
と
祐
天
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
直
接
的
に
は
、『
徳
川
実
記
』
の
「
祐
天
浄
業

精
修
の
聞
え
あ
り
て
。
桂
昌
院
殿
こ
は
せ
給
ふ
御
旨
も
あ
れ
ば
」
な
ど
の
記
述
で
あ
る
が
、
間
接
的
に
も
、

祐
天
が
大
巖
寺
に
出
世
し
た
折
、
桂
昌
院
か
ら
贈
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
純
子
幡※
５

」
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

ま
た
『
縁
山
志
』
の
記
述※
６

に
、
元
禄
十
一
年
以
降
元
禄
十
四
年
九
月
ま
で
桂
昌
院
の
御
入
な
し
と
あ
る
が
、

『
縁
山
志
』
で
は
、
こ
の
理
由
を
大
僧
正
隠
居
の
た
め
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
了
也

大
僧
正
の
隠
居
は
元
禄
十
二
年
九
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た※
７

こ
と
な
ど
か
ら
、
祐
天
が
江
戸
を
離
れ
た
た
め
と

解
釈
す
る
ほ
う
が
よ
り
自
然
で
あ
る
。

そ
の
後
、
表
面
上
、
祐
天
と
桂
昌
院
の
直
接
的
な
接
点
は
、
元
禄
十
五
年
に
な
る
ま
で
出
て
こ
な
い
が
、

御
前
法
門
と
い
う
公
式
の
場
に
祐
天
は
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
も
桂
昌
院
と
の
私
的
な
法
門
は

記
録
に
な
い
が
飯
沼
弘
経
寺
に
転
住
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
十
三
日
鶴
姫
卒
、
十
五
日
増
上
寺
に
送
ら
れ
る※
８

。『
飯
沼
弘
経
寺
志
』
に
よ
れ
ば
、



●
祐
天
の
大
巖
寺
出
世
と

桂
昌
院



当
時
役
者
を
し
て
い
た
霊
仙
寺
四
十
七
世
智
廓
が
鶴
姫
君
所
持
の
「
御
守
本
尊
厨
子
入
御
紋
打
敷
き
幡
」
を

拝
領
し
た※
９

と
あ
り
、
祐
天
寺
に
も
鶴
姫
君
自
筆
の
弥
陀
三
尊
画
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
桂
昌
院

を
通
し
て
、
祐
天
に
対
す
る
信
仰
が
大
奥
の
女
た
ち
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
証
拠
と
な
ろ
う
。

四
宝
永
元
年
十
一
月
二
十
七
日
、
増
上
寺
雲
臥
大
僧
正
が
引
退
を
許
さ
れ
る
と
、
伝
通
院
門
秀
の
増
上
寺
拝

命
と
同
時
に
、
祐
天
は
伝
通
院
住
職
を
命
ぜ
ら
れ
た※
１
０
。
そ
の
後
、
祐
天
は
増
上
寺
ら
に
同
行
す
る
形
で
、
頻

繁
に
城
へ
上
が
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
状
況
の
中
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
六
月
二
十
二
日
い
よ
い
よ
桂
昌
院
は
臨
終
の
と
き

を
迎
え
た
※
１
１。

祐
天
の
弟
子
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
「
鎌
倉
光
明
寺
檀
通
上
人
御
腹
内
書
附
※
１
２」
に
よ
る
と
、

桂
昌
尼
公
終
焉
之
砌
祐
師
登
　
城
一

有
二

御
対
顔
一

十
念
授
与
摂
取
系
握
二

両
手
一

而
終レ

リ

焉
不
レ

乱タ
マ
ハ

﹇
割
注
﹈
貞
誉
僧
正
證
誉
湛
誉
」
三
僧
正
各
列
座シ

而
以
称
名
同
音ナ

リ

己
上
刻
即
如シ
レ

入
二

禅
定
一
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●
桂
昌
院
の
臨
終



と
了
也
・
雲
臥
・
門
秀
の
三
僧
正
列
座
す
る
中
、
祐
天
が
十
念
を
授
け
善
知
識
を
勤
め
た
ご
と
く
の
記
述
で

あ
る
。

よ
り
客
観
的
な
資
料
と
し
て
『
隆
光
僧
正
日
記
』
が
あ
る
※
１
３
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
二
十
二
日
、
ま
ず
明
六
つ

半
過
ぎ
、
護
国
寺
・
進
休
庵
そ
れ
に
隆
光
が
駆
け
付
け
、
臨
終
正
念
の
祈
祷
を
な
し
た
と
あ
る
。
次
に
五
つ

半
頃
、
了
也
と
祐
天
が
駆
け
付
け
、
十
念
を
授
与
し
、
祐
天
が
桂
昌
院
の
呼
吸
に
随
っ
て
念
仏
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
四
つ
時
薨
去
さ
れ
、
理
趣
経
一
巻
が
誦
ま
れ
了
也
と
祐
天
は
念
仏
し
た
と
あ
り
、
祐
天
が

臨
終
行
儀
を
行
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
命
終
に
増
上
寺
は
間
に
合
っ
て
い
な
か
っ
た
。

葬
送
は
、
増
上
寺
で
行
わ
れ
た
。
生
前
は
、
護
持
院
・
護
国
寺
を
大
事
に
し
た
桂
昌
院
で
あ
っ
た
が
、
最

後
は
浄
土
宗
に
帰
依
し
た
形
で
葬
ら
れ
た
こ
と
は
、
浄
土
宗
教
団
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
の
あ
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
増
上
寺
へ
の
信
仰
で
は
な
く
、
祐
天
と
桂
昌
院
の
間
に
培
わ
れ
た
信
頼
関

係
・
信
仰
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
従
来
、
桂
昌
院
と
言
え
ば
護
持
院
・
護
国
寺
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
が
、
晩
年
は
熱
心
な
浄



●
終
わ
り
に
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土
宗
の
帰
依
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
祈
祷
を
中
心
と
し
た
現
世

利
益
的
な
信
仰
を
中
心
と
し
て
き
た
桂
昌
院
が
、
怨
霊
解
脱
あ
る
い
は
名
号
の
利
益
と
い
う
話
題
性
の
あ
っ

た
一
介
の
引
退
僧
・
祐
天
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
出
発
し
た
こ
と
と
考
え
う
る
。
そ
し
て
、
祐
天
と
直

接
対
話
し
、
法
門
を
繰
り
返
す
う
ち
に
念
仏
の
真
の
功
徳
と
い
う
も
の
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
綱
吉
公
ま
で
も
そ
の
信
仰
に
引
き
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
桂
昌

院
の
信
仰
は
確
実
に
大
奥
へ
引
き
継
が
れ
、
大
奥
で
の
浄
土
宗
信
仰
が
定
着
し
た
。
こ
れ
は
、
祐
天
へ
の
信

仰
と
言
う
こ
と
も
で
き
、
祐
天
は
綱
吉
公
の
浄
土
宗
離
れ
か
ら
徳
川
家
の
信
仰
を
再
び
浄
土
宗
に
引
き
戻
し

た
、
事
実
上
の
浄
土
宗
の
中
興
主
と
言
え
よ
う
。

※
１
伝
記
お
よ
び
経
歴
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
顕
誉
祐
天
の
伝
記
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
十
九
）、

同
「
顕
誉
祐
天
の
経
歴

│
そ
の
二
、
三
の
問
題

│
」（『
同
論
集
』
二
十
）
を
参
照
。

※
２
『
浄
全
』
十
九
、
四
二
〇
頁

※
３
「
常
憲
院
殿
御
実
記
」
附
録
（『
徳
川
実
記
』
六
、
七
三
六
頁
）

※
４
「
常
憲
院
殿
御
実
記
」
元
禄
十
二
年
二
月
四
日
の
項

※
５
「
生
実
大
巌
寺
志
」（『
浄
全
』
二
十
、
八
一
頁
）

※
６
『
浄
全
』
十
九
、
四
二
二
頁

※
７
『
浄
土
宗
大
年
表
』
五
二
六
頁
な
ど

※
８
「
常
憲
院
殿
御
実
記
」
宝
永
元
年
四
月
十
三
日
の
項

註



※
９
「
飯
沼
弘
経
寺
志
」（『
浄
全
』
十
九
、
八
四
一
頁
）

※
10
『
浄
土
宗
大
年
表
』
五
三
三
頁
な
ど

※
11
『
常
憲
院
殿
御
実
記
』、『
隆
光
僧
正
日
記
』
な
ど

※
12
写
し
が
祐
天
寺
に
あ
る
。

※
13
『
隆
光
僧
正
日
記
』
三
、
三
六
〜
三
七
頁




